
令和 7年度事業計画書及び収支予算書

■決議機関 ： 第 7回 理事会

■承 認 日 ： 令和 7 年 3 月 27 日（木）

～内 容～

 令和 7年度事業計画書・・・・・P1～P8
 令和 7年度収支予算書・・・・・P9～P10
 令和 7年度収支予算書内訳表・・P11
 参考資料（令和 7年度収支予算書内訳表に係る配賦基準一覧）・・・P12

公益社団法人 熊本県浄化槽協会



 

令和７年度事業計画 

 

国は、水環境の保全を図るため、令和 8 年度の汚水処理施設整備の概成を目指し、浄化

槽法に基づき、合併処理浄化槽の整備を加速化するとともに維持管理の向上のための支援

を進めている。また、防災・減災、国土強靭化の観点からも、老朽化した単独処理浄化槽

やくみ取り槽の合併処理浄化槽への転換促進や浄化槽の長寿命化を推進することとして

いる。 

 

本県の令和 5年度末の汚水処理人口普及率（単独処理浄化槽・汲み取り式便所を含まな

い） は 89.9 パーセントであり、汚水処理人口に占める合併処理浄化槽の割合は 16.9 パ

ーセントである。また、協会が把握している令和 6 年 3 月末の合併処理浄化槽は 92,412

基であり、これに単独処理浄化槽 48,784基を加えた合計は 141,196 基であるが、その法

定検査の受検率は 67.9 パーセントにとどまっており、早期の改善が強く望まれる。 

本県では、令和 6 年度に設置された「くまもと浄化槽適正管理促進協議会」及び部会で

浄化槽台帳において取り扱う情報の充実、届出のオンライン化や受検率向上の取組み強化

に向けて協議が進められている。 

 

令和 7年度事業計画においては、協会の業務全体について目指す姿や目標を新たに定め

た 10 年間の中長期計画に基づき取組みを強化していく。特にコンプライアンス及び安全

対策に重点的に取り組んでいく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１ 公益目的事業 

１） 法定検査事業 

法定検査は、浄化槽の設置、保守点検及び清掃の実施が適正に行われ、浄化槽の機能

が正常に発揮されているか否かを判断するために行う重要な検査であることから、指定

検査機関としての役割を的確に果たすため、「法定検査ガイドライン」等に基づき検査業

務を遂行する。 

法定検査の基本となる信頼性確保規程と、これを実施するための手順書等の総点検を年度

内に完了し、全体を見直し再構築する。 

法定検査の実施を定めた手順書を判りやすいものに見直すとともに、安全研修の時間を確

保し、KY活動を通じて安全意識の向上を図る。併せて、令和 7年度は特に、手順書の順守を

徹底し、事故の防止に最大限努める。 

 

（１）7条検査 

① 7条検査の確実な実施 

浄化槽法第 7条に定める水質検査（以下「7条検査」という。）について、令和 6年度の

水質検査依頼書受付数等から踏まえ、令和 7年度の 7条検査基数は 2,000基（予算計画は

1,800基）を見込み、法で定める期間内に確実に実施する。 

また、7 条検査は浄化槽管理者が最初に受ける法定検査であることから、法定検査につ

いての理解を求め、信頼を得られるようにする。 

 

  ② 前受金対策 

7 条検査の手数料については、県要項等で原則前納制となっていることから、適正に管

理するとともに、浄化槽の設置が中止された場合等は、「法定検査作業マニュアル」に基づ

き迅速に検査手数料の返還を行う。 

 

（２）11 条検査 

  ① 11条検査目標基数 

浄化槽法第 11条に定める定期検査（以下「11条検査」という。）については、これまで

の実績や浄化槽の新設・廃止の状況、未受検者対策の効果等を踏まえ策定した中長期計画

から目標基数を 97,700 基（予算計画は 95,000基）とする。 

 

 ② 未収金対策 

前年度に実施した 11 条検査の未収金の浄化槽管理者については、検査員が訪問し未収

金の徴収を行い、継続的に検査を実施する。また、過年度の未収金がある浄化槽管理者へ

は定期的な請求書の発送等を行い未収金の回収を図る。 

 

  ③ 維持管理業界との協力体制の推進 

浄化槽管理者の信頼性の向上、保守点検、清掃の維持管理の適正化及び法定検査の実施



 

基数増加と受検率の向上を図る事を目的に、維持管理業界と情報交換等の協力体制の構築

を図る。 

 

  ④ 受検率の向上・未受検者対策 

11条検査の重要性、役割を踏まえ、すべての浄化槽の検査実施を目指し、指導権限を有

する行政機関、関係業界と連携・協力を図り、未受検者へ受検勧奨文書の送付及び戸別訪

問等を行う。 

さらに、検査を受けないと意思表示された浄化槽管理者(検査拒否者)に対する指導の在

り方等について協議を行う。 

特に、単独処理浄化槽については、11条検査の結果が特定既存単独処理浄化槽を把握す

るために重要であることに鑑み、行政機関に対し浄化槽管理者に対する受検の指導を強化

するよう要請する。 

また、「くまもと浄化槽適正管理促進協議会」での協議に積極的に参加し、行政の取組み

を促す。 

 

⑤ 無管理・無清掃浄化槽対策 

法定検査の結果、改善が見受けられない無管理･無清掃浄化槽については関係行政機関

に情報を提供し、改善指導を依頼するとともに、行政が行う指導に協力していく。 

また、関係業界及び支部と連携し、浄化槽管理者に対して、浄化槽の適正な維持管理の

普及啓発に努める。 

 

 

 （３）法定検査関係管理業務 

  ① 法定検査精度管理システムの進行管理 

法定検査の信頼性と安全を確保するために、法定検査精度管理システムを適正に運用し、

法定検査作業における事故の再発防止に努め、法定検査に関する総合的な知識・技術の体

得、客観性や公平性及び安全意識を醸成するなど検査員の資質の向上を図る。 

新たな手法、取組みを含め、7条・11条検査及びそれに伴う関連業務を的確に実施する。 

 

 ② 浄化槽台帳管理システムの進行管理 

市町村等から提供される各種届出情報等を迅速・確実に法定検査システムから登録を

行う。法定検査等で把握した検査結果や廃止、管理者変更等の情報提供を行い、行政機

関が実施する未受検者対策、浄化槽の適正普及等に活用できるよう台帳情報の精査に努

める。 

また、行政機関が推進する設置届等のデジタル化に関する協議を密に行い、法定検査

システムの改修に的確に対応する。 

 

 



 

③ 関係行政機関への法定検査等の報告 

浄化槽法に規定する 7条検査及び 11条検査の報告については、環境省令で定める期間

内に定められた事項を電子情報で報告する。併せて、「不適正」と判定された結果書の写

し、検査を拒否された管理者を関係行政機関に報告し、改善と指導を要請する。 

なお、7条検査で「不適正」と判定された結果書については、翌月に改善に向けた助言

書を併せて報告し、後日、改善結果を把握する。 

また、検査情報等は、検査実施日に法定検査システムから浄化槽台帳管理システムにデ

ータ送信での報告を行う。 

 

 

２）法定検査推進事業関連業務 

 （１）地域住民への普及啓発 

  ① 各種イベントへの参加等 

浄化槽の普及啓発に関連する各種イベント等に県・市町村等と連携のもと、積極的に参

加し、浄化槽模型やパネル等による啓発やチラシの配布、アンケートによる周知活動に取

り組むとともに、新聞・広告を活用し水環境に果たす浄化槽の役割等を周知する。 

 

  ② 浄化槽普及促進の啓発 

浄化槽の設置促進、適正管理を図るため、生活排水処理施設としての浄化槽の特性、有

効性及び浄化槽管理者の義務（点検・清掃・法定検査）等について普及啓発を行う。 

単独処理浄化槽については、受検勧奨文書等に転換チラシの同封等を行うとともに、市

町村広報誌への掲載等を積極的に働きかける。 

県が、設置する「法定協議会」の中で、適正な維持管理の促進、浄化槽の設置促進、単

独処理浄化槽の転換等について、関係機関が連携した効果的な啓発のあり方について検討

いただけるよう働きかける。 

 

  ③ 環境学習（出前授業）の実施 

水環境の保全や生活排水対策の必要性を理解してもらい、浄化槽の役割についての関心

を高めるため、小学生を対象に環境学習の出前授業を行う。小学生やその保護者に対して、

地域における浄化槽の認知度向上を図る。 

また、他に各種要望で、浄化槽の役割、維持管理の必要性についてなど、大人を対象と

した講習会等へ協力する。 

 

 

 （２）支部が行う法定検査等啓発 

  ① 地域（保健所）別連絡会議の開催 

法定検査の受検率の向上及び浄化槽の維持管理の適正化等に関する意見交換や情報等

の共有を目的とした地域（保健所）別連絡会議（県・市町村、関係業界、協会が一堂に会



 

する会議）を全支部にて開催する。本年度で 24 回目の開催となることから今後の会議が

より有意義なものとなるよう、検討結果の検証や設置促進等への課題の整理等を行い開催

する。 

 

② 各種啓発活動の実施 

各支部が地域の実情に応じた浄化槽の設置促進、適正な施工、維持管理及び法定検査並

びに水環境保全の重要性等の普及啓発方法を検討し、地域の特性を活かした効果的な普及

啓発事業を実施する。 

 

 

（３）浄化槽設置者講習会 

行政機関が開催する「浄化槽設置者講習会」に講師の派遣を行うとともに、市町村及び

自治会等を対象とした講習会等の開催に協力する。 

 

 

（４）協会ホームページの運用及び充実 

法定検査等の啓発及び浄化槽に関する各種情報の提供のための重要なツールとして運

用の充実を図る。新たなコンテンツの追加やトップページの更新などホームページのリニ

ューアルに向けた検討を行う。 

 

 

 （５）会報の発行 

会員及び行政機関等に対し、協会の動向や支部活動等の取組み、法定検査に関する検査

計画、改善につながる情報や受検勧奨等、行政からの浄化槽に関する施策や補助金の情報、

各種講習会の案内等に関する情報を掲載した会報を年 2回発行する。また、会員等への効

果的な広報・情報提供のあり方について検討を行う。 

 

 

（６）浄化槽技術講習会の開催 

   施工、保守点検及び清掃業者、並びに県・市町村関係者等を対象に技術力向上のための

講習会を全体研修と専門研修に分けて実施する。 

   なお、本講習会は、法改正に伴う管理士への研修機会として「熊本県浄化槽保守点検業

者の登録に関する条例及び施行規則」により位置づけられ熊本県との共催にて開催する。 

 

 

 

２ 収益事業等 

１）浄化槽機能保証制度事業 



 

浄化槽の信頼性を確保することを目的に、申請書受付業務を適正に実施するとともに、

必要に応じて地方保証制度審査委員会を開催する。 

 

２）物品等販売事業 

会員等の業務の利便性を高めるとともに、協会業務の推進を図るため、保守点検記録

用紙及び浄化槽工事業登録申請書等の各種申請書類等の販売を行う。 

 

３）省エネ型浄化槽システム導入推進事業受付受託業務 

環境省において、浄化槽分野における脱炭素化の推進に向けて、高効率機器への改修、

先進的省エネ型浄化槽への交換、再エネ設備の導入を推進する本事業が、令和 8 年度ま

でとみられることから、さらに啓発を推進する。 

本年度も執行団体である一般社団法人全国浄化槽団体連合会から、当事業の業務にお

ける「申請書受付業務」、「説明業務」を受託し、申請書の受付、審査、および本事業に

関する説明やチラシの送付等を行い、積極的に周知活動を行う。 

    （本年度の予算額 18 億円計上） 

 

 

 

３ その他の事業等 

１）単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換助成事業 

    合併処理浄化槽の普及を促進し、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するこ

とを目的に既存単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換助成を 30件実施する。 

    なお、助成にあたっては、協会会員が施工を行うことを主な要件とし、令和 7年度に

おいては、申請上限数を 2件から 3件へ増やし、更なる事業の推進を図る。 

 

 

 

４ 法人の管理運営に必要な業務等 

１）総会及び理事会並びに各種委員会の開催 

   適正な法人運営を図ることを目的に、総会及び理事会等の会議を適宜開催する。 

 

２）職員教育等 

職員の資質・検査能力の向上及び人材育成を図ることを目的に、職員教育基本方針な

どに基づき職員教育の構築を進めていく。主な研修は次の通り。 

① 職位別等研修 

    職員を階層ごとに分け、それぞれに異なる内容の研修を、各役職や立場で必要なスキ

ルや、仕事に取り組む姿勢を身につけさせることを目的に実施する。 階層は「新入職

員」「中堅職員」「管理職」など、社内での役職や立場に基づき区分する。  



 

② 技術研修 

法定検査の技術力や判定能力公平性など総合的な検査能力の向上等を目的として、新

たに認定された性能評価型浄化槽等についての構造及び機能等の技術研修や、九州地区

浄化槽指定検査機関協議会で開催される検査員研修会及び全国浄化槽技術研究集会等

にも積極的に参加する。 

③ 安全対策 

法定検査時の事故の未然防止を図るため、法定検査の実施を定めた手順書の見直しを

行い、安全な手順での法定検査作業の実施を更に徹底する。併せて、検査の安全性を高

めるための各種研修を計画的に実施する。 

また、独自に安全管理者を新たに選任し、労働災害の防止や安全の確保、職場環境の

向上、職員の健康の管理増進などを目的とした衛生安全委員会の役割の強化を図り、協

会業務の円滑な推進に取り組む。 

④ コンプライアンス研修 

    公益法人として信頼される組織となるよう、職員に対しコンプライアンスの重要性や、

法令を含めた社会、社内ルール遵守の重要性を浸透させることを目的に研修を実施する。 

 

３）危機管理への対応 

法定検査業務が公衆衛生など重要な役割を持つことから、自然災害や感染症等の発生

により業務に滞りが生じないように、想定される危機に対し各部署及び協会全体での情

報収集や対応能力を培うための危機管理体制の整備を図る。 

    なお、浄化槽管理者からの苦情についても、全体を記録・整理し、業務の改善に

つなげていく。 

 

 ４）顕彰及び表彰事業 

    次の表彰等の機会には積極的に推薦を行う。 

１）叙勲、褒章等 

２）環境大臣表彰 

３）国土交通省総合政策局長表彰 

４）国土交通省住宅局長表彰 

５）環境省環境再生・資源循環局長表彰 

６）熊本県環境整備功労者知事表彰 

７）一般社団法人全国浄化槽団体連合会会長表彰 

８）当浄化槽協会会長表彰 

 

５）調査研究及び業務体制強化 

   ① 公益目的事業・収益事業・法人会計の調査研究 

    令和 6年 4月からの検査手数料の改定に伴う検査基数の推移を踏まえ、中期的な収支

分析のために必要なデータ等の収集を行う。 



 

    また、分析機器の整備や協会体制の整備、受検率向上策等を含めた公益目的事業、収

益事業、法人会計の将来予測を行う。 

 

   ② 事務及び法定検査業務の効率化に関する調査研究 

デジタル化を推進し、事務業務及び法定検査業務の効率化を図るため、法定検査

現場でのタブレット（電子機器端末）等の導入を進める。 

 

   ③ 浄化槽の水質向上に係る技術的な調査研究 

    地域環境の保全に貢献するため、法定検査で得られた水質に関する情報を精査研究し、

情報提供を行う。また、会員事業所と連携し、水質が低下した浄化槽に関する調査研究

を進める。 

全国浄化槽技術研究集会等で発表が行えるよう研究や発表の能力を高めていく。 

 

   ④ 天草支所の建て替え 

     天草支所事務所は、天草地域の検査拠点として重要な役割を担っており、今後も引

き続き活用していくこととしているが、使用人数が増加しており、建物自体も築 40年

以上を経過し老朽化が進んでいることから、建て替えを検討し実施する。 

 

⑤ 業務棚卸の実施 

     協会事務局の各部署で抱えている業務の属人化を排することで、業務の見える化を

促進し、業務改善に繋げることを目的に業務の棚卸を進める。 

 

   ⑥ 法定検査の実態及び業務取組みを踏まえた体制の検討 

     現在、検査業務モデルに沿って計画を立て法定検査業務を実施しているが、通常業

務時間外に実施せざるを得ない状況が続いている。 

業務量の実態把握を行い、検査の質（精度）と量を両立させ、普及啓発活動や教育、

研修の充実を図ることができる業務体制の検討を進める。 

 

  ６）中長期計画の進行管理 

協会の業務全体について目指す姿や目標を定めた中長期計画の進行管理を適切に行

う。なお、計画期間は令和 7年度から令和 16年度までの 10年間であり、令和 9年度(計

画 3年目)に中間見直し、令和 11年度(計画 5年目)に改訂を行うこととなっている。 

 

以上 



　　　　　第2号議案

[単位：円]

令和7年度 令和6年度

　 A-B

Ⅰ 一般正味財産増減の部

1 経常増減の部

（1）経常収益

受取入会金

入会金収入 100,000 100,000 0

受取会費

会費収入 8,317,000 8,497,000 △ 180,000

事業収入 462,941,000 440,121,000 22,820,000

11条検査手数料 436,145,000 411,160,000 24,985,000 95，000基

7条検査手数料 18,540,000 20,705,000 △ 2,165,000 　1，800基

保証登録手数料 6,556,000 6,556,000 0 　1,700基

設置届出書販売手数料 400,000 400,000 0

物品販売物手数料 300,000 300,000 0

事務委託収入 1,000,000 1,000,000 0

県委託費収入 0 0 0

受取補助金等 0 0 0

受取負担金 0 0 0

雑収益 40,000 40,000 0

471,398,000 448,758,000 22,640,000

474,274,000 451,843,000 22,431,000

給料手当 256,759,000 243,846,000 12,913,000

福利厚生費 45,799,000 44,101,000 1,698,000

退職給付費用 8,300,000 8,144,000 156,000

会議費 3,581,000 3,653,000 △ 72,000

旅費交通費 12,045,000 12,038,000 7,000

受講料 1,712,000 888,000 824,000

通信運搬費 29,449,000 25,220,000 4,229,000

消耗什器備品費 4,720,000 3,622,000 1,098,000

検査消耗品費 9,190,000 9,629,000 △ 439,000

修繕費 1,147,000 947,000 200,000

印刷製本費 5,003,000 5,481,000 △ 478,000

燃料費 9,764,000 8,389,000 1,375,000

光熱水料費 3,408,000 3,400,000 8,000

車両他賃借料 16,357,000 13,842,000 2,515,000

会場借上料 230,000 230,000 0

教材費 80,000 74,000 6,000

保険料 717,000 551,000 166,000

諸謝金 1,303,000 1,373,000 △ 70,000

租税公課 2,700,000 1,947,000 753,000

検査協力費 2,000,000 1,840,000 160,000

支部事業活動費 4,110,000 3,761,000 349,000

転換助成事業費 1,500,000 1,500,000 0

振込手数料負担金 8,623,000 7,768,000 855,000

保証登録料 1,040,000 1,280,000 △ 240,000

支払家賃 1,248,000 1,199,000 49,000

広報啓発費 3,139,000 2,965,000 174,000

新聞図書費 157,000 156,000 1,000

委託費 18,207,000 18,099,000 108,000

組合費 422,000 432,000 △ 10,000

支払負担金 810,000 740,000 70,000

減価償却費 19,960,000 23,738,000 △ 3,778,000

交際費 176,000 206,000 △ 30,000

雑費 618,000 784,000 △ 166,000

　令和 7年 度　収　支　予　算　書
（ 令和7年4月1日 から 令和8年3月31日まで ）

　科　　　目
増減

備　　考合計
A

合計
B

経常収益　計

（2）経常費用

事業費



　　　　　第2号議案

[単位：円]

令和7年度 令和6年度

　 A-B

9,096,000 9,524,000 △ 428,000

役員報酬 0 0 0

給料手当 1,051,000 998,000 53,000

福利厚生費 188,000 181,000 7,000

退職給付費用 34,000 34,000 0

会議費 1,128,000 1,421,000 △ 293,000

旅費交通費 0 0 0

受講料 1,000 1,000 0

通信運搬費 224,000 238,000 △ 14,000

消耗什器備品費 118,000 107,000 11,000

修繕費 5,000 5,000 0

印刷製本費 224,000 244,000 △ 20,000

燃料費 4,000 4,000 0

光熱水料費 67,000 67,000 0

車両他賃借料 75,000 83,000 △ 8,000

会場借上料 140,000 140,000 0

教材費 0 0 0

保険料 14,000 11,000 3,000

諸謝金 61,000 71,000 △ 10,000

租税公課 53,000 37,000 16,000

支部事業活動費 1,804,000 1,946,000 △ 142,000

振込手数料負担金 7,000 7,000 0

支払家賃 3,000 2,000 1,000

広報啓発費 113,000 113,000 0

新聞図書費 58,000 58,000 0

委託費 71,000 72,000 △ 1,000

総会費 2,430,000 1,890,000 540,000

慶弔費 213,000 283,000 △ 70,000

組合費 9,000 9,000 0

支払負担金 109,000 250,000 △ 141,000

減価償却費 52,000 52,000 0

交際費 400,000 400,000 0

雑費 440,000 800,000 △ 360,000

483,370,000 461,367,000 22,003,000

0 0 0

△ 11,972,000 △ 12,609,000 637,000

2 経常外増減の部

（1）経常外収益

固定資産売却益 0 0 0

0 0 0

0 0 0

（2）経常外費用

固定資産売却損 0 0 0

雑損失 0 0 0

法人税、住民税および事業税 131,000 131,000 0

131,000 131,000 0

△ 131,000 △ 131,000 0

0 0 0

△ 12,103,000 △ 12,740,000 637,000

412,989,000 365,722,730 47,266,270

400,886,000 352,982,730 47,903,270

Ⅱ 指定正味財産増減の部

受取補助金等 0 0 0

一般正味財産への振替額 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Ⅲ 正味財産期末残高 400,886,000 352,982,730 47,903,270

経常外費用　計

　令和 7年 度　収　支　予　算　書
（ 令和7年4月1日 から 令和8年3月31日まで ）

　科　　　目
増減

備　　考合計
A

合計
B

管理費

経常費用　計

評価損益等調整前当期経常増減額

当期経常増減額

経常外収益　計

指定正味財産期首残高

指定正味財産期末残高

当期経常外増減額

他会計振替額

当期一般正味財産増減額

一般正味財産期首残高

一般正味財産期末残高

当期指定正味財産増減額



[単位：円]

収1 収2 収3 収4 収6 他1

　 法定検査 共通 小計 保証登録 講習会 物品販売 計量事業 省エネ浄化槽 転換助成 共通 小計

Ⅰ 一般正味財産増減の部

1 経常増減の部

（1）経常収益

受取入会金

入会金収入 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000

受取会費

会費収入 8,317,000 0 0 0 0 0 0 0 832,000 832,000 7,485,000

事業収入 462,941,000 455,085,000 455,085,000 6,556,000 0 300,000 0 1,000,000 0 7,856,000 0

11条検査手数料 436,145,000 436,145,000 436,145,000 0 0 0 0 0 0 0 0 95，000基

7条検査手数料 18,540,000 18,540,000 18,540,000 0 0 0 0 0 0 0 0 　1，800基

保証登録手数料 6,556,000 0 0 6,556,000 0 0 0 0 0 6,556,000 0 　1，700基

設置届出書販売手数料 400,000 400,000 400,000 0 0 0 0 0 0 0 0

講習会手数料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

物品販売物手数料 300,000 0 0 0 0 300,000 0 0 0 300,000 0

事務委託収入 1,000,000 0 0 0 0 0 0 1,000,000 0 1,000,000 0

県委託費収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

受取補助金等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

受取負担金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

雑収益 40,000 40,000 40,000 0 0 0 0 0 0 0 0

471,398,000 455,125,000 0 455,125,000 6,556,000 0 300,000 0 1,000,000 832,000 0 8,688,000 7,585,000

小計

給与手当 257,810,000 254,049,000 254,049,000 2,102,000 0 0 0 421,000 187,000 2,710,000 1,051,000

福利厚生費 45,987,000 45,315,000 45,315,000 375,000 0 0 0 75,000 34,000 484,000 188,000

退職給付費用 8,334,000 8,211,000 8,211,000 68,000 0 0 0 14,000 7,000 89,000 34,000

会議費 4,709,000 3,498,000 3,498,000 38,000 0 0 0 45,000 0 83,000 1,128,000

旅費交通費 12,045,000 12,045,000 12,045,000 0 0 0 0 0 0 0 0

受講料 1,713,000 1,708,000 1,708,000 2,000 0 0 0 1,000 1,000 4,000 1,000

通信運搬費 29,673,000 29,168,000 29,168,000 120,000 0 7,000 0 103,000 51,000 281,000 224,000

消耗什器備品費 4,838,000 4,705,000 4,705,000 5,000 0 1,000 0 8,000 1,000 15,000 118,000

検査消耗品費 9,190,000 9,190,000 9,190,000 0 0 0 0 0 0 0 0

修繕費 1,152,000 1,138,000 1,138,000 9,000 0 0 0 0 0 9,000 5,000

印刷製本費 5,227,000 4,845,000 4,845,000 26,000 0 126,000 0 6,000 0 158,000 224,000

燃料費 9,768,000 9,756,000 9,756,000 4,000 0 0 0 4,000 0 8,000 4,000

光熱水料費 3,475,000 3,294,000 3,294,000 114,000 0 0 0 0 0 114,000 67,000

車両他賃借料 16,432,000 16,320,000 16,320,000 16,000 0 2,000 0 2,000 17,000 37,000 75,000

会場借上料 370,000 230,000 230,000 0 0 0 0 0 0 0 140,000

教材費 80,000 80,000 80,000 0 0 0 0 0 0 0 0

保険料 731,000 693,000 693,000 24,000 0 0 0 0 0 24,000 14,000

諸謝金 1,364,000 1,272,000 1,272,000 13,000 0 2,000 0 2,000 14,000 31,000 61,000

租税公課 2,753,000 2,614,000 2,614,000 86,000 0 0 0 0 0 86,000 53,000

検査協力費 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0

支部事業活動費　 5,914,000 4,110,000 4,110,000 0 0 0 0 0 0 0 1,804,000

転換助成事業費 1,500,000 0 0 0 0 0 0 0 1,500,000 1,500,000 0

振込手数料負担金 8,630,000 8,331,000 8,331,000 275,000 0 0 0 0 17,000 292,000 7,000

保証登録料 1,040,000 0 0 1,040,000 0 0 0 0 0 1,040,000 0

支払家賃 1,251,000 1,241,000 1,241,000 5,000 0 0 0 1,000 1,000 7,000 3,000

広報啓発費 3,252,000 3,097,000 3,097,000 0 0 0 0 0 42,000 42,000 113,000

新聞図書費 215,000 157,000 157,000 0 0 0 0 0 0 0 58,000

委託費 18,278,000 18,137,000 18,137,000 58,000 0 1,000 0 1,000 10,000 70,000 71,000

組合費 431,000 422,000 422,000 0 0 0 0 0 0 0 9,000

支払負担金 919,000 810,000 810,000 0 0 0 0 0 0 0 109,000

減価償却費 20,012,000 19,945,000 19,945,000 15,000 0 0 0 0 0 15,000 52,000

総会費 2,430,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,430,000

慶弔費 213,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213,000

交際費 576,000 176,000 176,000 0 0 0 0 0 0 0 400,000

雑費 1,058,000 618,000 618,000 0 0 0 0 0 0 0 440,000

483,370,000 467,175,000 0 467,175,000 4,395,000 0 139,000 0 683,000 1,882,000 0 7,099,000 9,096,000

△ 11,972,000 △ 12,050,000 0 △ 12,050,000 2,161,000 0 161,000 0 317,000 △ 1,050,000 0 1,589,000 △ 1,511,000

2 経常外増減の部

固定資産売却益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（2）経常外費用

固定資産売却損 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

雑損失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

法人税、住民税および事業税 131,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131,000

131,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131,000

△ 131,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △ 131,000

0 0 1,270,000 1,270,000 0 0 0 0 0 0 △ 1,270,000 △ 1,270,000 0

△ 12,103,000 △ 12,050,000 1,270,000 △ 10,780,000 2,161,000 0 161,000 0 317,000 △ 1,050,000 △ 1,270,000 319,000 △ 1,642,000

412,989,000 349,236,000 16,644,000 365,880,000 37,132,000 777,000 1,646,000 1,085,000 2,128,000 △ 9,288,000 △ 7,048,000 26,432,000 20,677,000

400,886,000 337,186,000 17,914,000 355,100,000 39,293,000 777,000 1,807,000 1,085,000 2,445,000 △ 10,338,000 △ 8,318,000 26,751,000 19,035,000

Ⅱ 指定正味財産増減の部

受取補助金等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

一般正味財産への振替額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ⅲ 正味財産期末残高 400,886,000 337,186,000 17,914,000 355,100,000 39,293,000 777,000 1,807,000 1,085,000 2,445,000 △ 10,338,000 △ 8,318,000 26,751,000 19,035,000

　令和7年度　収 支 予 算 書 内 訳 表
（ 令和7年4月1日 から 令和8年3月31日まで ）

　科　　　目 予算合計

公益目的事業会計 収益事業等会計 法人会計

備　　考

経常収益　計

公１
法人会計

事　　業　　費 事　　業　　費 管理費

当期指定正味財産増減額

指定正味財産期首残高

指定正味財産期末残高

一般正味財産期首残高

一般正味財産期末残高

当期一般正味財産増減額

経常外費用　計

経常外収益　計

（2）経常費用

当期経常外増減額

他会計振替額

経常費用　計

当期経常増減額

（1）経常外収益


